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手続き・お知らせ

結
婚
新
生
活
を
支
援
し
ま
す

　
　
　

〜
結
婚
新
生
活
支
援
補
助
金
〜

　

新
た
に
婚
姻
し
た
世
帯
を
対
象
に

住
宅
取
得
・
賃
貸
、
引
越
し
費
用
に

つ
い
て
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
金
を

交
付
し
ま
す
。

※
補
助
対
象
要
件
や
申
請
書
、
添
付

書
類
な
ど
の
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
市
民
サ
ポ
ー
ト
課
・
嫁
に
来
な

い
か
事
業
）
で
ご
確
認
い
た
だ
く
か

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
補
助
対
象
世
帯

　

次
の
①
〜
③
を
す
べ
て
満
た
す
夫

婦
が
対
象
で
す
。

①
平
成
28
年
８
月
１
日
〜
平
成
29
年

　

２
月
28
日
の
間
に
婚
姻
届
を
提
出

　

し
て
い
る
こ
と

②
市
内
に
新
た
に
住
宅
を
購
入
ま
た
は

　

賃
貸
の
住
宅
に
住
ん
で
い
る
こ
と

③
世
帯
の
所
得
が
３
０
０
万
円
未
満

　

の
世
帯
で
あ
る
こ
と

■
補
助
金
の
額

　
18
万
円
（
１
世
帯
あ
た
り
の
補
助
上

限
額
。
１
０
０
０
円
未
満
切
り
捨
て
）

■
補
助
対
象
経
費

○
住
宅
取
得
費
用

○
住
宅
賃
貸
費
用
（
賃
料
、
敷
金
、
礼

　

金
、
共
益
費
、
仲
介
手
数
料
な
ど
）

○
引
越
し
費
用
（
引
越
し
業
者
ま
た　

　

は
運
送
業
者
へ
の
支
払
い
、
そ
の

　

ほ
か
引
越
し
に
か
か
わ
る
実
費
）

■
申
請
期
限

　

平
成
29
年
３
月
15
日
㈬

　

 

谷
和
原
庁
舎
市
民
サ
ポ
ー
ト
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
２
０
２
）

問

社
会
生
活
基
本
調
査
を
実
施
し
ま
す

　

総
務
省
統
計
局
（
茨
城
県
）
で
は
、

10
月
20
日
現
在
で
社
会
生
活
基
本
調

査
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
で
は
、
国
民
の
生
活
時

間
の
使
い
方
や
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
状

況
を
調
べ
、
暮
ら
し
や
社
会
の
た
め

の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用
し
ま
す
。

　

10
月
上
旬
か
ら
中
旬
に
か
け
て
、

調
査
員
が
調
査
を
お
願
い
す
る
世
帯

に
伺
い
ま
す
の
で
、
調
査
の
趣
旨
を

ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご
回
答
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

10
月
上
旬
か
ら
調
査
員
が

お
宅
に
伺
い
ま
す

　

 

伊
奈
庁
舎
み
ら
い
ま
ち
づ
く
り
課

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
１
２
０
４
）

問

断
水
の
お
知
ら
せ

さ
ま
に
、
大
変
な
ご
不
便
と
ご
迷
惑

を
お
か
け
し
ま
し
た
事
を
深
く
お
詫

び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

市
で
は
、
こ
の
原
因
を
究
明
す
る

た
め
、
上
記
の
日
程
で
、
断
水
を
行

い
、
電
気
設
備
点
検
作
業
を
実
施
し

ま
す
。

　

断
水
中
は
、
水
の
使
用
は
で
き
な

く
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
水
の
汲

み
置
き
を
す
る
な
ど
、
ご
対
応
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
復
旧
後
、
濁
り
水
が
出
た
時

は
、
水
を
出
し
て
き
れ
い
に
な
っ
た

事
を
確
認
の
上
、ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　

対
象
と
な
る
地
域
に
お
住
ま
い
の

皆
さ
ま
に
は
ご
不
便
を
お
か
け
い
た

し
ま
す
が
、
ご
理
解
、
ご
協
力
の
程

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

８
月
18
日
、
８
月
22
日
の
２
度
に

わ
た
る
久
保
浄
水
場
か
ら
の
一
部
配

水
地
域
の
断
水
に
つ
き
ま
し
て
は
、

当
該
地
域
に
お
住
ま
い
の
市
民
の
皆

断水となる区域＝

【
断
水
日
時
】

　

10
月
12
日
㈬　

午
前
１
時
〜
５
時

　

10
月
14
日
㈮　

午
前
１
時
〜
５
時

※
両
日
実
施
し
ま
す

　

 

谷
和
原
庁
舎
上
下
水
道
課　

☎
58

‐
２
１
１
１
（
内
線
５
３
０
８
）

問

■断水対象区域図

小島新田
高　岡

伊奈東

小張の一部

陽光台３丁目の一部

谷口の一部

板橋の一部

南太田

戸　茂

狸　穴

大和田

野　堀

武兵衛新田

神　生

戸崎の一部

伊丹の一部

足　高

東栗山

城中

久保浄水場

～ 10月 17 日㈪から 23日㈰は行政相談週間です～


